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学生相談室はみなさんを応援します 
 
 
 

学生相談室は全てのキャンパスにあり、学生があらゆることを相談できる場所で
す。相談だけでなく、学生相談室主催で行事も実施しています。 
  
相談内容 
◆学業について 
◆サークル・部活動について 
◆進路や就職について 
◆性格・性の悩みについて 
◆こころの健康について 
◆対人関係（友人や恋愛関係、家族等）について 
◆経済的・法律的なことについて 
◆その他、学生生活全般について 

初回はインテーカー（初回面談を行う職員）と面談し、相談内容に応じて教員相
談員、カウンセラー、精神科医、弁護士が対応します（54 ページ参照）。 

そして相談した内容はもちろんのこと、学生相談室へ連絡したことも外部に漏れ
ることはありません。 

 
 
 
学生相談室発行リーフレット『学生相談室あんない』では、学生相談室の利用の仕方、場所、

連絡先、受付時間などについて紹介しています。 

  
相談室主催行事 

学生相談室では、憩いの場や交流の場の提供・心身の健康の保持増進などを目的
とした各種行事を対面やオンライン形式で開催しています。是非、参加してくださ
い。 
学生相談室行事案内 〈https://www.meiji.ac.jp/soudan/gyouji2024.html〉 
（裏表紙に QR コードを記載しています。） 
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成年年齢が 18 歳に 
2022 年 4 月から成年年齢が 18 歳に引き下がりました。成年になると、売買・

賃貸借・雇用などあらゆる契約を保護者の同意を得なくても自分の判断で行えるよ
うになります。例えば携帯電話を契約する、一人暮らしの部屋を借りる、クレジッ
トカードをつくる、ローンを組むといった契約です。また、10 年有効のパスポート
を取得したり、公認会計士や司法書士、行政書士などの資格を取得したりすること
もできるようになります。一見自由にできることが増えていいことばかりのように
思えますが、少し注意が必要です。 

未成年者は親の同意を得ずに契約をした場合、民法で定められた「未成年者取消
権」によってその契約を取り消すことができますが、成年はこれを行使できなくな
ります。自由に契約を結べる一方で、結んだ契約に対して自分で責任を負わなけれ
ばいけないということです。 

契約には様々なルールがあり、そうした知識がないまま、安易に契約を交わすと
トラブルに巻き込まれる可能性があります。特に、社会経験に乏しく、保護がなく
なったばかりの成年を狙い打ちにする悪質な業者もいるので注意が必要です。 

38 ページ以降の「Chapter4 日常に潜む危険」では大学や街に潜む、契約トラ
ブルの事例などを紹介していますので、そちらも併せて読んでみてください。 

なお、喫煙・飲酒・公営ギャンブルなどはこれまでどおり 20 歳になるまでは法
律で禁止されています。 
 

（参考） 
「政府広報オンライン 18歳から“大人”に！成年年齢引き下げで変わること、変わらない
こと」 

〈https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201808/2.html〉（2023/12/12 アクセス） 

「法務省リーフレット 18歳を迎える君へ」 
〈https://www.moj.go.jp/content/001378701.pdf〉（2023/12/12 アクセス） 
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